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滋賀県税条例の一部を改正する条例案

上記の議案を提出する。

平成23年５月１０日

滋賀県知事嘉田由紀子

滋賀県税条例の一部を改正する条例

滋賀県税条例（昭和25年滋賀県条例第55号）の一部を次のように改正する。

付則に次の３条を加える。

（東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間の特例）

第21条県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき東日本大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。.）第

１３条第１項の規定の適用を受けた場合における付則第５条の４および第５条の４の２の規定の

適用については、付則第５条の４第１項中「租税特別措置法第41条または第４1条の２の２」と

あるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律（平成23年法

律第29号）第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条または同項

の規定により適用される租税特別措置法第41条の２の２」と、同項第１号中「租税特別措置法

第41条第２項もしくは第４1条の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律

の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第４１

条第２項もしくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条

第１項の規定により適用される租税特別措置法第41条の２」と、同項第３号中「租税特別措置

法第41条、第41条の２の２Ｊとあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨

時特例に関する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、

同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の２の２もしくは租税特別措置法」と、付

則第５条の４の２第１項中「租税特別措置法第41条または第４1条の２の２」とあるのは「東日

本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により読

み替えて適用される租税特別措置法第41条または同項の規定により適用される租税特別措直法

第41条の２の２」と、同項第１号中「租税特別措置法第41条第２項もしくは第５項もしくは第

４１条の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律

第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条第２項もしくは第５項

もしくは東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の

規定により適用される租税特別措置法第41条の２」と、同項第２号中「租税特別措置法第41条、



２

第41条の２の２、」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関

する法律第13条第１項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条、同項の規定

により適用される租税特別措憧法第41条の２の２もしくは租税特別措置法」と、同条第２項第

２号中「租税特別措置法第41条の２の２」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関

係法律の臨時特例に関する法律第13条第１項の規定により適用される租税特別措憧法第41条の

２の２」とする。

（東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例）

第22条東日本大震災（平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う原

子力発電所の事故による災害をいう。）により滅失し、または損壊した家屋（以下この条にお

いて「被災家屋」という。）の所有者その他の施行令附則第31条第１項に規定する者が、当該

被災家屋に代わるものと知事が認める家屋（以下この条において「代替家屋」という。）の取

得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定につ

いては、当該取得が平成33年３月31日までに行われたときに限り、価格に当該代替家屋の床面
｡｡

積に対する当該被災家屋の床面積の割合（当該割合が１を超える場合は、１）を乗じて得た額
●

を価格から控除する。

２被災家屋の敷地の用に供されていた土地（以下この項において「従前の土地」という。）の

所有者その他の施行令附則第31条第２項に規定する者が、代替家屋の敷地の用に供する土地で

当該従前の土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に

対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成33年３月31日までに

行われたときに限り、価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合（当該割合

が１を超える場合は、ｌ）を乗じて得た額を価格から控除する。

（揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止）

第23条付則第10条の２の８の規定は、震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間、その

適用を停止する。

付則

この条例は、公布の日から施行する。ただし、付則に３条を加える改正規定（付則第21条に係

る部分に限る。）は、平成24年１月１日から施行する。
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